
 

令和５年度 

事 業 計 画 (案) 

【はらまちひばりワークセンター】 

 

Ⅰ．基本方針 

 2020 年（令和２）１月に国内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認さ

れてから３年が経ちましたが、この間、国県等の行政においてもワクチン接種

やまん延防止対策を実施してきました。そうした対策に加えて住民の努力もあ

ってか本年５月８日からは、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが

第３類感染症から第 5 類となり、季節性インフルエンザと同等の扱いになる

など一定の進展が見られました。今年度こそコロナも落ち着き、計画した諸行

事が予定通り実施できることを願っています。 

 こうした中にあって、地域社会での障がい者の生活がより安定と多様な支援

が効果的に出来るような施設運営を目指しますが、主なものとして当事業所へ

の入所希望者に応えるため、これまでの定員４０名から４５名にするための手

続きに着手します。また大規模災害や新型コロナ感染拡大しても事業が続けら

れるため令和６年４月１日から義務化される業務継続計画（BCP）を策定しま

す。 

 また、事業運営として今後も利用者の増加が予想されることから事業収入の

確保を図るため、既存作業収入の増加につなげる工夫や従来の作業に加え、新

たな事業の開拓では養生材の検査梱包作業にも取り組むなど事業収入の確保

を図り、工賃増額を実施します。 

  そして、これまで一般就労を果たした利用者もこれから一般就労を目指す

方々にも積極的な支援する考えですが、基本中の基本である挨拶を学ぶ「オア

シス運動」に手話を取り入れて実施するほか、メタボ気味の利用者が多く在籍

している中で、楽しみながら運動をしながら健康づくりの「ひばりレクリエー

ション」やプラス地域社会貢献を加えた「おさんぽ deごみひろい」を始めま

す。 

更に支出面では、利用者も職員も就労の場である事業所が働きやすい職場環

境としてトイレの改修整備を図るなどいたし、魅力ある事業所づくりに努めま

す。 

 

 

  



Ⅱ．重点事項 

１、事業所関係 

（１）経営基盤の安定化 

  ・業務継続計画（BCP）の策定 

  ・各事業の収入状況の把握と分析検討（効率的な運営など） 

・利用者の確保や定員拡大による安定した事業所運営の方策 

・工賃向上のための新規事業の開拓 

・苦情解決及び虐待防止、身体拘束廃止委員会による法人の活性化 

・将来の運営展望を模索 

・各所のトイレ改修（男女区別化） 

 

（２）リスクマネジメント（危機管理）の体制構築 

   ・防災訓練（年２回以上）の実施 

・新たな災害への備えや対応（福祉避難所など） 

 ・事故防止と共に事故発生時の速やかな対処 

   ・新型コロナなどの感染症防止対策の徹底 

（衛生委員会などによる取り組み） 

 

（２）地域交流の推進や情報発信 

 ・法人情報を的確に伝えるため定期的な会報発行やＨＰの発信 

 ・健康福祉まつりなどの諸行事に参加し地域社会と共存 

 ・地域の会議等において他所との連携や情報交換を密にして情報を共有  

 ・実習生や体験学生の積極的な受入 

 

（３）行政や関係団体への要望活動 

  ・障害のある人の権利を守る制度づくりのための活動 

（報酬改正や 65歳問題の仕組み改善要望） 

  ・グループホームの整備促進 

（親亡き後に希望する暮らしを支える制度） 

 

 （４）地域貢献 

   ・福祉体験実習の受入 

・車いす同乗車貸出事業の推進（市委託事業） 

・おさんぽ deごみひろい事業の開始（毎月１日を予定） 

 

 



２、利用者支援関係 

（１）利用者及び保護者との信頼関係構築 

  ・利用者視点での支援の徹底化 

  ・自己実現や自立支援のサポートサービス提供 

  ・「ひばり LINE」による情報の共有化 

  ・障がい事業所見学と勉強会 

  

 

（２）就労に向けた支援の取組み 

  ・働くことの楽しみを一緒に考えながら活躍の機会づくり 

・一般企業や事業所への就労に向けた支援提供 

    （事業所見学など積極的な就職のための支援） 

 

（３）高品質で安定したサービス提供 

・事故防止の取組み継続 

（特に安全な送迎サービスの実施） 

  ・各種マニュアルにより利用者の生命を守る 

     

（４）生活面の支援活動 

・毎月の外食や行事で楽しさを体験させ生活意識の高揚 

・利用者の生活習慣や健康維持への啓蒙 

・絵画の作成や地域のイベントに参加するなどの支援活動 

・新オアシス運動の実践（手話入りで午前午後実施） 

 ・ひばりレクリエーションの開催（毎月第三金曜日） 

 

３、職員関係 

（１）人材確保や定着に向けた取り組み 

・職員の処遇改善交付金の取組み継続 

   ・働きやすい環境づくりの整備 

   

 （２）職員の意識改革と資質の向上 

・一人ひとりの気づきや発想転換を大切に、創意工夫を引き出す 

・県や各種団体の研修会に、職員は年一回以上受講し研修後は報告会開催 

・支援員に相応しい育成のため、内部会議や研修の充実 

 

４、その他 



 

令和5年度 相談支援事業所はらまちひばり 事業計画 

 

1．運営の方針 

・相談者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、相談者の選択に基づき、

適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよ

う、援助を適切に行なうものとする。 

・相談者の意思及び人格を尊重し、常に相談者の立場に立ち、公平中立に行うものと

する。 

・相談者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めるものとする。 

・関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

2．事業内容 

（計画相談支援） 

・サービス利用支援：障害福祉サービス利用者に対して、サービス等利用計画の作成

を行い、サービス事業者等との連絡調整を行う。 

・継続サービス利用支援：定期的にサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直

し(モニタリング)を行う。 

（委託相談支援） 

全ての障害児者及びその保護者又は介護者などから社会生活を営む上での相談に応じ

る。 

 

3.専門的な人材の確保及び養成 

・医療ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化する障害者に対し

て専門的な対応が出来るよう体制の確保に努める。 

・関係機関各所で行われる研修会へ参加し自己研鑽に努める。 

・基幹相談支援センター主催の学習会に参加しスキルアップを図る。 

 

４.地域の体制作り 

・基幹相談支援センターや特定相談支援事業所と連携し、地域の様々なニーズに対応

できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築を行う。 

 


